
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 危機管理の必要性 

  学校は，児童生徒等が安心して学ぶことができる安全な場所でなければならない。しか

し，時として学校の安全を脅かす事件・事故（危機と同義。以下同じ。）が発生する。その

ような事件・事故に備えて，学校において適切かつ確実な危機管理体制を確立しておくこ

とが重要である。ここでいう危機管理とは，「人々の生命や心身等に危害をもたらす様々な

危険が防止され，万が一事件・事故が発生した場合には，被害を最小限にするために適切

かつ迅速に対処すること」を指す。 

 

２ 危機管理の目的 

学校における危機管理の最大の目的は，児童生徒等及び教職員の生命や心身等の安全を

確保することである。そのためには，平常時から安全な環境を整備するとともに，敏感に

危険を察知し，事件・事故を未然に防ぐための「事前の危機管理」，発生時に適切かつ迅速

に判断・対処し，被害を最小限に抑えるための「発生時の危機管理」，心のケアや再発防止

を図る「事後の危機管理」の三段階の危機管理に対応して，安全管理と安全教育の両面か

ら取組を行うことが重要である。 

 

３ 児童生徒等の安全を守るための学校の役割 

（１）児童生徒等自身に安全を守るための能力を身に付けさせる。 

ア 日常生活における事件・事故，自然災害などの現状，原因及び防止方法について理

解を深め，安全の課題に対して的確な施行・判断に基づく適切な意思決定や行動選択

ができるようにする。 

イ 日常生活の中に潜む様々な危険を予測し，自他の安全に配慮して安全な行動をとる

とともに，自ら危険な環境を改善できるようにする。 

ウ 自他の生命を尊重し，安全で安心な社会づくりの重要性を認識して，学校・家庭及

び地域社会の安全活動に進んで参加し，貢献できるようにする。 

（２）施設設備の安全点検などにより，安全な環境づくりを行うとともに，教育活動中にお

ける事故や災害，学校への不審者侵入による事件などから児童生徒等を守る。 

（３）登下校における安全が確保されるよう，地域の実情を考慮して通学路の設定を行い，

通学路の安全点検を定期的に行うとともに，保護者，警察や地域の関係者等との連携を

強化する。 

 

 

危機管理体制の徹底 

第３章 学校経営改革の推進 

 

【学校保健安全法】（平成 21年４月 1日施行） 

第１条〔目的〕 

 この法律は，学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため，学校に  

おける保健管理に関し必要な事項を定めるとともに，学校における教育活動が安全な環境

において実施され，児童生徒等の安全の確保が図られるよう，学校における安全管理に  

関し必要な事項を定め，もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを 

目的とする。 

参考ＨＰ：文部科学省「文部科学省×学校安全」登下校防犯プラン 



４ 危機管理体制の充実 

  平成 28 年３月，「学校事故対応に関する指針」が文部科学省から公表された。この指針

では，危機管理マニュアルの見直し・改善を図り，事件・事故災害の未然防止とともに，

事故発生時の適切な対応が行われるようにするための，事故対応に関する共通理解と体制

整備の促進が求められている。 
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○ 体制整備 

・ 学校安全計画の策定・実施 

・ 危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の策定⇒教職員への周知 

・ 学校安全の中核となる教職員の校務分掌上での明確化 

・ 管理職不在時，学校外での活動時，休日における連絡体制等の体制整備 

○ 安全教育の充実 

 ・ 指導計画を立て，意図的・計画的に実施 

 ・ 教科等の指導，朝の会等の短時間での指導，個に応じた指導を実施 

○ 安全点検の実施（安全管理の徹底） 

・ 施設・設備の定期的な安全点検（毎学期１回以上） 

・ 臨時の安全点検（必要に応じて） 

・ 点検結果に基づく危険箇所の明示，使用停止，修繕などの素早い対応 

○ 避難訓練（図上シミュレーションを含む） 

・ 訓練・評価・改善のサイクルで実践的なマニュアルにステップアップ 

・ 災害種別に応じた訓練で実践力を高める 

・ 教科・領域の関連で効果的に 

○ 教職員研修等（新年度のできる限り早期に実施） 

・ 事故統計や事故事例等を活用した情報の共有 

・ 学校安全の中核となる教員を養成⇒校内研修の充実 

・ 地域や関係機関・団体との連携による人材等の活用 

 

※ この間，マニュアルを見る余裕はないが，教職員の適切な判断と指示が必要であり， 

そのためには事前に全教職員が理解しておくこと。 

 

 

 

※正常化の偏見（正常性バイアス） 

  自分にとって都合の悪い情報を無視したり， 

過小評価したりしてしまう人間の心理特性 （事後の危機管理へ） 

管理外 

初期対応～命を守る行動をとる～ 二次対応 

 ・素早い情報収集 

 ・臨機応変な判断 

 ・正常化の偏見に注意 

 ・被害児童生徒等の保護者

への連絡 

 ・心のケア 

 ・チームで危機対応 

管理下 

例）地震発生の場合 

落ちてこない， 

倒れてこない， 

移動してこない 

場所に避難 

例）事故の場合 

・生命と健康を優先 

・応急手当の実施 

・被害児童生徒等の 

保護者への第一報 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成について 

学校においては，学校保健安全法第 29条で規定されている危険等発生時対処要領（危機

管理マニュアル）を作成するものとされている。 
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○ 対策本部の設置（重大な事件・事故発生の場合） 

 ・ 基本調査の実施 

 ・ 求められる機能とその業務内容を明確に（記録，連絡，報告） 

 ・ 外部との対応 

    例）保護者説明会，報道機関，教育委員会 

 ・ 的確な情報収集・整理と発信⇒優先順位を 

    例）児童生徒の様子，通学路の安全，保護者等の意見，事件・事故の概要と課題 

○ 安否確認 

・ 連絡，通信手段の複線化を 

・ 負傷者等の全容把握 

○ 心のケア 

・ 健康観察によるストレス症状等の把握と対応を 

○ 引渡し（待機） 

 ・ 事前に保護者等とルールの決定を 

○ 避難所協力（自然災害の場合） 

 ・ 事前に教職員が協力できる内容を地域や防災担当部局と整備を 

○ 再発防止策の実施（重大な事件・事故発生の場合） 

 ・ 教職員間で共通理解し，具体的な措置を 

＜作成するべき事象別の危機管理マニュアル＞ 
① 事件・事故発生時の対応を想定したマニュアル 
② 校内への不審者侵入を想定したマニュアル 
③ 火災を想定したマニュアル 
④ 食物アレルギー対応を想定したマニュアル 
⑤ 大雨警報時（洪水）の対応を想定した防災マニュアル 
⑥ 地震を想定した防災マニュアル 
⑦ 土砂災害を想定した防災マニュアル（土砂災害が想定される学校） 
⑧ 津波を想定した防災マニュアル（津波による浸水が想定される学校） 

＜自然災害に応じた防災マニュアルの内容＞ 
① 防災マニュアルに，避難場所や避難経路を明記。 
② 防災マニュアルに，安否確認の方法を想定。 
③ 防災マニュアルに，保護者への引き渡しについて記載。 
④ 特別警報，警戒レベル及び「土砂災害警戒情報」等に応じた学校の対応が必要。 

※見直し・改善のポイント 
 作成した危機管理マニュアルは，最新の情報を参照し，実際に機能するか，訓練等を基に検
証するとともに，定期的に見直し，改善を行う必要がある。また，見直し・改善後には，保護
者や地域に最新の危機管理マニュアルを周知して理解を図るよう努める。 

〈参考〉学校安全参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（平成 31年 文部科学省） 

学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き（平成 24年 文部科学省） 

学校事故対応に関する指針（平成 28年 文部科学省） 

第２次学校安全の推進に関する計画について（平成 29年 文部科学省） 

学校の危機管理マニュアル作成の手引（平成 30年 文部科学省） 

「登下校防犯プラン」（平成 30年 登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎ 発生している問題行動を制止する。 
◎ 事態の悪化を最小限に食い止める。 
◎ 事後の指導を効果的に行う。 
◎ 加害･被害児童生徒の「自己実現」を援助 

していくための基盤とする。 

◎ 当該児童生徒が問題行動の事実を認め，明 
らかにすることが，指導の第一歩である。 

◎ 行動の問題点を明確にして，何を中心に反 
省しなければならないのかを理解させる。 

②「確実な事実確認」へ 
★問題行動の事実を明らかにするため，別室で事実確

認を行うことをその場で児童生徒に伝える。 

★安全確保等のため，児童生徒を教職員の前を歩かせ

るなどして別室に移動させる。 

 

 

 

言葉による毅然とした指導 

６ 児童生徒の問題行動に関する危機管理 

（１）生徒指導に関する危機管理の基本的な考え方 

いじめ，暴力行為，金銭強要，暴走行為などの問題行動は，いつ，いかなる形で起

こるかが予測しにくいため，問題行動の発生をどう防ぐのか，問題行動が起こったと

きにどう対応するのか，被害を最小限に食い止めるためにはどういった学校体制をつ

くるのか，などを想定した危機管理体制の確立が必要である。 

（２）問題行動発生時の危機管理 

問題行動発生時に，適切な初期対応ができていないこと，事実確認が曖昧であるこ

となどから，指導の目的が児童生徒及び保護者に理解されず，トラブルや苦情等に発

展する場合もある。保護者の理解と協力を得て問題行動を起こした児童生徒への指導

を効果的に実施するため，事前に全教職員が問題行動発生時の対応のポイント（①適

切な初期対応，②確実な事実確認）を理解し，適切な指導ができるよう学校の危機対

応能力を高めておくことが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①適切な初期対応 

 

 

当該児童生徒・周囲の児童生徒への指導 

二次的な問題行動の未然防止 

②確実な事実確認 

 個別の児童生徒ごとに行う 

★ 感情的にならず，冷静に対応する。 

★ 事実の認識に齟齬が生じないよう，そ
の場で教職員が認識している状況を
確認し明確化する。 

（タバコを持っていた，ガラスを割っ
た，タバコの煙が充満しているなど） 

 事実を確認する 

★ すべての事実が矛盾しないよう，細部
まで確認し，事実を基に指導する。 

★ 時系列で記録を残す。 

★ 事実確認の際，威圧的態度や体罰など
（殴る蹴るの類，食事を摂らせない，
用便に行かせない，長時間立たせる，
大きな声を出す等）行き過ぎた指導の
ないようにする。 

★ 問題行動を把握したその日に迅速に対
応する。 

特別な指導 
（「生徒指導のてびき（改訂版）」第 1部生徒指導ハンドブッ

クＰ118特別な指導，生徒指導資料 No.25改訂版及び No.37

参照） 

家庭・関係機関との連携 
★必要に応じてサポートチーム等を形成する。 

原 則 複 数 の 

教 職 員 で 

対 応 す る 

 安全の確保・迅速な連絡 

冷
静
に
粘
り
強
く
対
応
す
る 

詳細は「生徒指導のてびき（改訂版）」

第３部生徒指導に関する危機管理マニ

ュアル，生徒指導資料Ｎo.20「危機管

理について」を参照のこと。 

 

 

確認事項を自書させる（５Ｗ１Ｈ） 


